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施設概要施設概要

●外　観外　観

●所　在所　在 茨城県北茨城市大津町椿2083

 

〈建築概要〉 

　設計・監理 （株）内藤廣建築設計事務所

　施 工 期 間 平成 7年11月～ 9年 3月

　構 　 　 造 プレキャストコンクリート造り

　 地下 1階、地上1階

　敷 地 面 積 90,500㎡

　建 築 面 積 5,449.1㎡

　延 床 面 積 5,847.6㎡

 1階：5,132.6㎡

 地下：715.0㎡

●平面図平面図

　　　　　 1階　1ST　FLOOR1階　1ST　FLOOR

 ( 1 )　岡倉天心記念室 ( 9 )　美術情報ライブラリー (17)　図書収蔵庫

 ( 2 )　展示室Ａ  (10)　講堂 (18)　エントランスロビー

 ( 3 )　展示室Ｂ・Ｃ  (11)　講座室 (19)　講堂ロビー

 ( 4 )　映像ギャラリー (12)　事務室 (20)　展望ロビー

 ( 5 )　展望ギャラリー1  (13)　館長室 (21)　カフェテリア

 ( 6 )　展望ギャラリー 2  (14)　応接室 (22)　ショップ

 ( 7 )　収蔵庫 1   (15)　会議室1  

 ( 8 )　収蔵庫 2   (16)　会議室 2  

　　　     地下 B１ FLOOR地下 B１ FLOOR

 ( 1 )　倉庫 展示部門 2,268.10㎡

 ( 2 )　熱源機械室 収蔵部門 754.60㎡

 ( 3 )　空調機械室 美術普及部門 459.80㎡

  管理部門 1,397.60㎡

  共用部門 967.50㎡

  合計 5,847.60㎡
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入館者数及び利用者数一覧入館者数及び利用者数一覧

年度別入館者数　令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日の集計年度別入館者数　令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日の集計

近代美術館 つくば美術館 天心記念五浦美術館

昭和63年度 247,430

平成元年度 171,446

平成 2年度 194,835 60,410

平成 3年度 184,355 66,483

平成 4年度 132,352 71,683

平成 5年度 184,214 66,698

平成 6年度 136,659 71,273

平成 7年度 120,067 66,884

平成 8年度 117,705 68,064

平成 9年度 186,646 64,806 186,189

平成10年度 133,475 66,357 307,546

平成11年度 172,775 64,204 256,302

平成12年度 127,633 58,529 240,368

平成13年度 116,136 64,172 211,434

平成14年度 103,996 70,898 187,706

平成15年度 99,406 63,776 216,225

平成16年度 100,447 64,398 161,123

平成17年度 112,061 62,820 158,773

平成18年度 112,181 53,652 175,991

平成19年度 ※62,759 62,933 162,643 ※空調工事のため半年休館

平成20年度 148,728 58,918 152,649

平成21年度     67,387 55,985 147,655

平成22年度 89,419 52,392 101,304

平成23年度 114,903 44,185 ※37,593 ※震災のため7ヶ月間休館

平成24年度 60,394 50,754 166,510

平成25年度 80,105 43,901 103,113

平成26年度 70,098 52,309 91,584

平成27年度 77,715 51,589 97,208

平成28年度 138,811 45,539 120,514

平成29年度 ※27,638 48,502 89,119 ※空調工事のため8ヶ月間休館

平成30年度 94,028 55,072 84,945

令和元年度 96,136 45,478 ※55,020 ※空調不具合のため7ヶ月間
　企画展中止
※空調工事のため8ヶ月間休館令和 2年度 52,527 11,692 ※3,727

累　　　計 3,934,467 1,784,356 3,515,241

近代美術館近代美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●普及活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●普及活動

●展示活動●展示活動

※ 1　 4月 1日から 4月12日までの入館者数

※ 2　所蔵作品展だけの入館者数

事　　業　　名 入館者数

〔企画展〕 43,764

　名画を読み解く―珠玉の東京富士美術館
　コレクション※１

1,407

　没後10周年　平山郁夫シルクロード
　コレクション展

15,132

　名作のつくりかた 5,297

　６つの個展 2020 5,479

　ムーミンコミックス展 16,449

〔所蔵作品展〕※２ 1,385

〔茨城県芸術祭美術展覧会〕 7,378

合計 52,527

事　　業　　名 利用者数

〔館内普及事業利用者数〕 12,184

　美術講演会・講座 425

　実技講座 77

　ミュージアムコンサート 356

　教育普及アートバス事業 197

　アートフォーラム 10,453

　中村彝アトリエ 0

　作品解説会 0

　オリエンテーション 280

　ボランティアガイド 0

　模写（簡易模写） 0

　美術館セミナー 49

　その他のイベント 347

〔館外普及事業利用者数〕 4,340

　アウトリーチ事業「ハロー！ミュージアム」 4,340

合計 16,524
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つくば美術館つくば美術館
　●展示活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●普及活動　●展示活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●普及活動

事　　業　　名 入館者数 事　　業　　名 利用者数

〔貸ギャラリーによる展覧会〕 11,692 〔美術講演会・講座〕 2,106

合　計 11,692 　・講演会 88

　・土曜講座 264

　・ビデオ鑑賞会 150

　・ワークショップ 40

　・イベント（貸ギャラリー） 242

　・その他主催展覧会 1,322

〔お絵かき〕 72

合　計 2,178

天心記念五浦美術館天心記念五浦美術館
　●展示活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●普及活動　●展示活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●普及活動

事　　業　　名 入館者数 事　　業　　名 利用者数

〔岡倉天心記念室〕 3,727 〔リモートワークショップ等〕 264

合　計 3,727 　七夕祭り 246

　リモートワークショップ 18

　●体験プログラム　●体験プログラム 〔岡倉天心記念室ガイドツアー〕 38

事　　業　　名 入館者数 〔学校教育との連携〕 15

日本画ってなぁに？
3,470

　職場体験等受入れ 3

　－みて・さわって・かいてみよう－ 　茨城大学との連携 12

合　計 3,470 〔日本画トランク〕 1,563

合　計 1,880

　

学校以外の教育機関の設置，管理及び職員に関する条例（抄）

（昭和36年 3 月31日茨城県条例第 9号）

　最終改正　令和 2年 3月27日茨城県条例第24号

　（趣旨）

第 1 条　この条例は，他の条例に定めるもののほか，学校以外の教育機関（以下「教育機関」という。）の設置，

管理及び当該機関の職員に関し必要な事項を定めるものとする。

　（図書館の設置）

第 2条　（略）

　（博物館の設置）

第 3条　博物館法（昭和26年法律第285号）第 2条に規定する博物館を置く。

2　博物館の名称，目的及び位置は，次のとおりとする。

　（研修施設等の設置）

第 4条　（略）

　(職員)

第 5条　（略）

　（管理）

第 6条　教育機関は，常に良好な状態で管理し，その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2　教育機関の利用者は，教育委員会の指示した事項を遵守しなければならない。

　(利用の制限等)

第 7条　教育委員会は，利用者が次の各号のいずれかに該当するとき，又は教育機関の管理上支障があると認める

ときは，利用者の利用を制限し，若しくは禁止し，又は教育機関からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し，若しくは善良な風俗を害し，又はそのおそれがあるとき。

(3) 教育機関の施設，設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。

第 8 条　教育機関(茨城県立図書館及びミュージアムパーク茨城県自然博物館を除く。以下この条及び次条におい

て同じ。)を使用しようとする者は，教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しよう

とするときも，同様とする。

2　教育委員会は，次の各号のいずれかに該当するときは，前項の承認をしないことができる。

(1) 教育機関を使用しようとする者が公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 教育機関の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) 教育機関の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前 3 号に掲げる場合のほか，教育委員会が特に必要と認めるとき。

3　第 1項の承認には，教育機関の管理上必要な条件を付することができる。

　（使用の承認の取消し等）

第 9条　教育委員会は，前条第 1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれか

名 称 目 的 位 置

茨城県近代美術館
美術品及び美術に関する資料の収集，保管及び展示を行うとともに，必

要な施設を設け，公衆の利用に供し，その教養，調査研究等に資すること。
水戸市千波町

茨城県陶芸美術館
陶芸に関する資料の収集，保管及び展示を行い，公衆の利用に供し，

その教養，調査研究等に資すること。
笠間市笠間

茨 城 県 立 歴 史 館
歴史に関する資料の収集，保管及び展示を行うとともに，必要な施

設を設け，公衆の利用に供し，その教養，調査研究等に資すること。
水戸市緑町2丁目

ミュージアムパーク

茨 城 県 自 然 博 物

自然科学に関する資料の収集，保管及び展示を行い，公衆の利用に

供し，その教養，調査研究，レクリエーション等に資すること。
坂東市大崎

関係法規
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（使用の承認等）


